
上天草市出産・子育て応援交付金事業概要

母子健康手帳交付
（妊娠届出）

・こども家庭センターの保健師と妊
婦本人の面談をします。

・母子手帳アンケートを記入。
・子育てガイドにより、妊娠中から
出産までの流れをご説明します。

・出産応援ギフトをご案内します。
（申請書の記入・提出）

・伴走型相談支援の流れをご説明し
ます

※こども家庭センターの登録
（�080-2480-8872）

※子育て応援アプリ（こどもぴ☆KA）
の登録

出産応援ギフト
妊婦1人につき５万円

妊娠8か月時の面談

・妊娠届出の方全員に、妊娠８か月頃に
「こどもぴ☆KA」からアンケートを配
信。「こどもぴ☆KA」でアンケート
内容の回答を返信

・面談を希望される方は、保健師が面談。
（子育てガイドにより産前・産後の過
ごし方、産後の手続きや利用できる
サービス等について）

※１）アンケート内容についてく確認のため、
こども家庭センターの保健師がお電話する場合
があります。

２か月児学級時の面談

・２か月児学級において、子ども家庭
センターの保健師と産婦および児の
面談をします。

・２か月児学級アンケート記入
・産後・子育て支援のサービスをご説
明します。

・子育て応援ギフトをご案内します。
（申請書の記入・提出）
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全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう上天草市出産・子育て応援交付金事業を行います。面談や、アンケートなどを通じて、

身近で相談に応じる「伴走型相談支援」と、出産や育児に係る費用負担の軽減を図るための経済的支援「出産・子育て応援給付金」を一体的
に行います。

子育て期


